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報告事項１

資料３

医師の時間外労働規制について

Ｃ-２

月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置

将来に向けて
縮減方向

2024年４月～

年960時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

年1,860時間／
月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

（原則）
１か月45時間
１年360時間

※この（原則）については医師も同様。

（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間
（休日労働含む）
・月100時間未満
（休日労働含む）
年間６か月まで

Ａ：診療従事勤
務医に2024年度
以降適用される

水準

※実際に定める３６協定
の上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。

連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル９時間
の確保・
代償休息
のセット
（義務）

連続勤務時
間制限28時
間・勤務間
インターバ
ル９時間の
確保・代償
休息のセッ
ト（義務）

※臨床研修医に
ついては連続勤
務時間制限を強
化して徹底

Ａ

将来
（暫定特例水準の解消
（＝2035年度末を目標）

後）

一般則

※実際に定める３
６協定の上限時間
数が一般則を超え
ない場合を除く。

連続勤務時
間制限28時
間・勤務間
インターバ
ル９時間の
確保・代償
休息のセッ
ト（義務）

連続勤務時間制限28時
間・勤務間インターバ
ル９時間の確保・代償
休息のセット（努力義
務）

連続勤務時間制
限28時間・勤務
間インターバル
９時間の確保・
代償休息のセッ
ト（努力義務）

【
追
加
的
健
康
確
保
措
置
】

【
時
間
外
労
働
の
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限
】

年1,860時間／月100時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向
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能
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上
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(

医
療
機
関
を
指
定)

Ｃ-１ Ｃ-２
Ｃ-１：臨床研修医・専攻医が、研修

プログラムに沿って基礎的な技能や

能力を修得する際に適用

※本人がプログラムを選択

Ｃ-２：医籍登録後の臨床従事６年目

以降の者が、高度技能の育成が公益

上必要な分野について、指定された

医療機関で診療に従事する際に適用

※本人の発意により計画を作成し、

医療機関が審査組織に承認申請

Ｃ-１Ｃ-２

年960時間／
月100時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む

※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的措置を講ずる。
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(
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関
を
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定)

連携Ｂ Ｂ

※連携Ｂの場合は、個々の医療機関における時間外・休日労働の上限は年960時間以下。
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特例水準の指定申請手続き特例水準の指定申請手続き

「第12回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料（令和３年７月）」より

※開始年限は、臨床研修部会等において検討

都道府県による特例水準対象医療機関の指定
（医療機関からの申請）

地域医療への影響等を踏まえた都道府県の判断

※審査組織における審査に関する規定は2022年4月施行

※第三者評価に関する規定は2022年4月施行

※特例水準は、指定の対象となった業務に
従事する医師に適用される。

医師についての時間外労働の上限規制
の適用開始（改正労働基準法の施行）

時短計画に基づく取組み
特例水準適用者への追加的
健康確保措置
定期的な時短計画の見直し、
評価受審

時間外・休日労働が年960時間以下
の医師のみの医療機関は都道府県の
指定不要

特例水準の指定を受けた
医療機関

労務管理の一層の適正化・タスクシフト／シェアの推進の取組み

連携Ｂ水準 Ｂ水準

Ｃ-１水準 Ｃ-２水準

※一医療機関は一つ又は複数の水準の指定

時短計画案の作成
都道府県の指定を受けようとする場合は、第三者評価を受審する前までに作成

※時間外・休日労働が年960時間を超えている医師がいる医療機関は、時短計画を作成し取り組むよう
努め、その時短計画に基づく取組（PDCA）に対して都道府県が支援

医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価

労働時間実績や時短の取組状況を評価

臨床研修・専門研修プログラムにおける時間外労働時間数の明示
Ｃ-１水準

※都道府県の指定に関する事前
準備規定は2022年4月施行

審査組織による医療機関の個別審査
特定の高度な技能の教育研修環境を審査

連携Ｂ水準

B水準

Ｃ-１水準

Ｃ-２水準

Ｃ-２水準

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

医師の働き方改革に向けた対応状況の確認

各医療機関：どの段階まで対応できているかをチェック
⇒ 対応状況を確認し、必要であれば支援を実施



医師の働き方改革に向けた対応状況チェックリスト
（令和５年２月１５日時点）

調査項目 はい いいえ 回答数に対する
達成割合 回答対象外

①自院における労働時間の把握 １５ ５ ７５.０％ ―

②副業・兼業先含む労働時間の把握 １１ ９ ５５.０％ ―

③宿日直許可の取得 ７ １１ ３８.９％ ２
（宿日直業務がない）

④派遣元病院との協議 ２ １６ １１.１％ １
（派遣医師がいない）

⑤年１８６０時間超えの医師の有無確認 １１ ８ ５７.９％ ―

⑥年９６０時間超えの医師の有無確認 １０ ９ ５２.６％ ―

⑦Ｂ・Ｃ水準に係る指定申請の要否決定 ９ ９ ５０.０％ ―

⑧時短計画の作成 ０ ５ ０％ １５
（A水準予定）

実施時期：令和４年１２月～ (千葉県実施)
対 象：県内の病院、有床診療所、夜間休日診療所
回答数（山武長生夷隅地域）：２０/３６（回答率：５５.６％）
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医師の働き方改革をはじめとした、医療従事者の
勤務環境改善に役立つ情報を発信しています。

＜主な掲載内容＞
・医師の働き方改革の制度概要
・宿日直許可に関する解説資料、許可事例
・国の施策情報 など
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いきサポ（いきいき働く医療機関サポートWeb）いきサポ（いきいき働く医療機関サポートWeb）

いきサポ 検索



医療機関からの労務管理に関する相談について、
電話相談対応や個別支援を行っています。

＜相談内容（例）＞
・働き方改革への対応
・36協定
・同一労働同一賃金
・就業規則の見直し など

【千葉県医療労務管理相談コーナー】
電話番号：０４３－３０４－５３９３

（平日９：００～１７：００） 7

千葉県医療労務管理相談コーナー
（千葉県医療勤務環境改善支援センター）
千葉県医療労務管理相談コーナー

（千葉県医療勤務環境改善支援センター）


